
浜松市条例第１８号 

   浜松市食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例 

浜松市食品衛生法の施行に関する条例（平成１２年浜松市条例第５５号）の一部を次の

ように改正する。 

改正前 改正後 

（管理運営基準） 

第２条 法第５０条第２項（法第６２条第１

項において準用する場合を含む。）に規定

する公衆衛生上講ずべき措置に関して必要

な基準（以下「管理運営基準」という。）

は、別表第１のとおりとする。 

第２条 削除 

２ 市長は、土地の状況、営業の形態その他

特別の理由により管理運営基準により難い

と認める場合は、公衆衛生上支障のない限

り、その基準をしんしゃくすることができ

る。 

３ 法第５０条第３項（法第６２条第１項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する

営業者は、危害分析・重要管理点方式（食

品の安全性を確保する上で重要な危害の原

因となる物質及び当該危害が発生するおそ

れのある工程の特定、評価及び管理を行う

衛生管理の方式をいう。以下同じ。）を用

いて衛生管理を行うよう努めなければなら

ない。この場合において、別表第２に定め

る基準に適合している当該営業者に対する

第１項の規定の適用については、同項中「別

表第１」とあるのは、「別表第２」とする。

（許可営業以外の営業の届出） （許可営業以外の営業の届出） 

第４条 政令第３５条各号に掲げる営業以外

の営業で別表第３に規定するものを開始し

た者は、速やかにその旨を市長に届け出な

ければならない。 

第４条 政令第３５条各号に掲げる営業以外

の営業で別表に規定するものを開始した者

は、速やかにその旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 



  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

別表第１及び別表第２を削り、別表第３を別表とする。 

附 則 

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）附則第５条の規定の

適用がある場合においては、改正前の第２条並びに別表第１及び別表第２の規定は、な

おその効力を有する。この場合において、同条第１項中「法第５０条第２項（法第６２

条第１項において準用する場合を含む。）」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する

法律（平成３０年法律第４６号）附則第３条に規定する旧食品衛生法（第３項において

「旧法」という。）第５０条第２項」と、同条第３項中「法第５０条第３項（法第６２条

第１項において準用する場合を含む。）」とあるのは「旧法第５０条第３項」と、改正前

の別表第１中「営業（法第６２条第１項に規定するおもちゃを製造し、輸入し、又は販

売する業を含む。)」とあるのは「営業」と、「、容器包装及びおもちゃ」とあるのは「及

び容器包装」と、改正前の別表第２中「営業（法第６２条第１項に規定するおもちゃを

製造し、輸入し、又は販売する業を含む。)」とあるのは「営業」とする。 


